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児童虐待疑い事例の保護者対応における

　　　　　　養護教諭の困難感の検討

青柳　千春1），阿久澤智恵子2），金泉志保美3）

松崎奈々子3），下山　京子4），佐光　恵子3）

〔論文要旨〕

　本研究は，養護教諭が児童虐待対応における保護者との関わりで認識していた困難感の具体的な内容を明らかに

し，今後保護i者対応における困難感を改善するための支援について検討することを目的として，半構造的面接法

による単独面接を行い質的に分析した。結果，【介入することの困難さ】，【保護者を支え続けることの困難さ】t【養

護教諭としての役割を遂行することの困難さ】の3つのコアカテゴリーが抽出され，養護教諭への支援として，「校

内の組織体制の整備」，「養護教諭を対象とした保護i者対応マニュアルの作成」，「保護i者対応のスキル獲得や養護教

諭の専門性を高めることを目指した事例検討会や研修会の設定」の必要性が示唆された。

Key　words：児童虐待，養護教諭，保護者対応の困難感，半構造的面接法

1．諸 言

　子どもの尊い生命が奪われる等，重大な児童虐待事

件は後を絶たない。厚生労働省の調査1、によれば，平

成24年度中に全国の児童相談所が対応した児童虐待相

談対応件数は，66，701件にのぼり，これまでで最多の

件数となっている。虐待を受けた子どもの年齢構成の

割合を見ると，小学生が全体の35．2％を占めているこ

とから，日常的に子どもに関わる小学校の教職員は児

童虐待をいち早く発見しやすい立場にあり，その役割

期待は大きい。とりわけ養護教諭は，全校の子どもを

対象としており，入学から経年的に子どもの成長や発

達を見ることができ，学校保健活動の中心となる保健

室は，子どもたちにとっていつでも安心して利用し，

話を聞いてもらえる場所であることから，教職員の中

でもその役割期待が大きいものと考える。

　養護i教諭を対象とした調査では，音ら2）は84．9％が，

青柳ら3」は93．8％が，虐待を早期に発見する役割があ

ると考えていたと述べている。また，児童虐待を発見

するサイン認知について角田ら4）は，養護教諭は，「身

体のあざやけが」，「ご飯を食べていない」などの世話

をされていない様子や身体の発育の悪さ等をサインと

して認知しており，「空腹」，「服の汚れ」や「落ち着

きのない様子」など日々の観察からサインを認知して

いる担任とは違った視点から虐待を疑い発見している

ことを明らかにしている。養護教諭は，その専門性と

保健室の機能を活用し，児童虐待の早期発見と対応を

行っていることが明らかになっている。

　しかし，厚生労働省の調査1‘によれば児童相談所が

児童虐待相談を受けた後，該当の子どもを保護者から
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分離し児童養育施設入所の措置をとったものは約1割

である。約9割の被虐待児は通告後も家庭で生活を続

けながら継続観察されているのが現状であることを鑑

みると，学校は早期発見・通告に加え，児童相談所や

市町村等の関係機関との連携に基づいて子どもと保護

者への支援と見守りを続けていくことが必要であると

考える。

　前述の養護教諭を対象とした調査2－’4）では，いずれ

も児童虐待事例に関わった際に，「保護者との関わり

方」について困難を感じていることが報告されている

が，その具体的な内容については触れられていない。

そこで，養護教諭が児童虐待対応の際に困難だと感じ

ている保護者との関わり方の具体的な内容を明らかに

し，その困難感を改善するために養護教諭に対してど

のような支援が必要かを検討することは，学校におけ

る児童虐待対応の充実を図ることにつながるのではな

いかと考える。

］1．研究目的

　小学校に勤務する養護教諭が，児童虐待対応におけ

る保護者との関わりで認識している困難感の具体的な

内容を明らかにし，今後，保護者対応における養護教

諭の困難感を改善するための支援について検討するこ

とを目的とした。

皿．研究方法

1．研究対象者および調査内容

　A県内の公立小学校（344校）に勤務する養護教諭

で，　2010年度に児童虐待（疑いを含む）事例の対応をし，

調査協力の得られたll名（11校）を対象とした。対象

者に対して，面接ガイドを用いた1回の半構造的面接

法による単独面接を実施した。2010年度に対応した児

童虐待（疑いを含む）事例の概要，虐待をしている保

護者への対応のきっかけや内容，保護者に対応した際

に困難だと感じたこと等を質問内容とした。調査期間

は2011年6～8月であった。

2．データ分析方法

　録音した面接内容を逐語録化し，養護教諭が児童虐

待（疑いを含む）事例の対応において，保護i者と関わっ

た際に感じた困難について語っている内容を抽出し記

録単位とした。次に，類似した記録単位を集め，意味

内容を変えないように注意しながら初期コード（一次

367

コード）とし，内容の類似性に従って分類し抽象化の

作業を経てコード化（二次コード）を進めた。各コー

ドについて，抽象度を高めてサブカテゴリーとした。

サブカテゴリーは更に，高次概念でカテゴリー化し，

同様にカテゴリーネーム，さらにコアカテゴリーを決

定した。データ分析の過程においては，共同研究者間

で協議を重ね，信頼性の確保に努めた。

3．倫理的配慮

　A県内の公立小学校344校の学校長あてに研究の依

頼文を，また，そこに勤務する養護教諭あてに，研究

協力依頼書と研究協力の意思を表示する回答用紙を送

付した。研究協力の意思を示した回答用紙の返信の

あった養護i教諭11名を研究対象者とし，研究の目的と

方法，インタビュー内容，参加に関する自由意思の尊

重，協力撤回による不利益が生じないこと，個人情報

の保護と管理，資料等の廃棄得られたデータは研究

以外の目的では使用しないこと，調査結果の公表等に

ついて，研究者から文書と口頭で説明し，書面にて同

意を得た。面接時間と場所については，プライバシー

を最大限に守れるように設定した。なお，研究を行う

にあたり群馬大学大学院医学系研究科における「疫学

研究倫理審査委員会」へ提出し，審査を受け，研究実

施の承認を得た。

IV，結 果

1．面接対象者の属性

　対象者は，面接調査に同意が得られた養護教諭11名

（11校）である。全員が女性，年齢は20歳代2名，30

歳代2名，40歳代5名，50歳代2名であり，平均年齢

は42．3歳であった。養護教諭としての経験年数は2～

34年で，平均は163年であった。勤務している学校の

規模は，小規模校（学級数1～11）6名，大規模校（学

級数19以上）5名であった。面接時間は，32～83分で

平均49分であった。

2．養護教諭が対応した児童虐待事例の概要と保護者対

　応のきっかけ（表1）

　面接対象者である養護教諭11名は，2010年度に1～

2例の児童虐待事例に対応をしており，養護教諭の年

齢や経験年数，勤務する学校規模による違いはみられ

なかった。対応した虐待の種類は，身体的虐待が9例

とネグレクト7例であった。
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表1　養護i教諭が対応した虐待事例の概要と保護者対応のきっかけ

虐待

事例

被虐待児の

　学年
　　　　虐待の種類
（虐待をしていると疑われる人）

養護i教諭が保護者対応に関わったきっかけ

1 中学年

身体的虐待

ネグレクト
（実母）

学年が変わり，授業についていくことができず，教室を飛び出して保健室で
過ごすことが多くなる。子どもとの会話の中で「お母さんにぶたれた」，「夕

べは一人だった」など虐待が疑われるつぶやきがあり，母親と連絡をとるよ
うになった

2 低学年
ネグレクト
（実母）

身体測定の結果体重が少なく3歳児程度であったため，担任にクラスでの
様子を聞くと朝からぐったりしていることが多いということで，担任と一緒

に母親の面接をした

3 低学年
身体的虐待
（義父）

アスペルガーの診断を受け，内服をすることになり，母親と健康相談を実施

していく中で，再婚のため，不慣れな土地に引っ越してきて知り合いがいな
いことや義父の虐待などを訴えるようになった

4 高学年
身体的虐待
（実母）

自閉症が疑われる子どもであったが，「みんながうちの子を馬鹿にする」と
言って障害を認めることができず孤立していた母親に「がんばっていますね」

と声をかけた養護教諭に対し，母親が自身の虐待を吐露した

5 低学年
身体的虐待
（義父）

知的な遅れがあり特別支援学級に所属していたが，教室を抜け出し隣にある
保健i室で過ごすこともあった。季節に合わない服装やおなかをすかせている

様子などが気になり，担任と相談をして保護者へ連絡を取るようになった

6 低学年
ネグレクト
（実父母）

イライラしていて友だちとのトラブルが多く，けがをさせてしまうことが
あったり，教室を抜け出し保健室をうろうろすることなどがあった。多動傾

向が強く，衝動性もみられたため，校内で検討し専門医受診を勧めることに

なり，担任と一緒に保護者への面接を行った

7 低学年
身体的虐待
（実父）

落ち着きがなく保健室によく来るようになり「お父さんにぶたれた⊥「俺な

んていないほうがいい」などの発言から虐待を疑い，担任と一緒に家庭訪問

をした

8 中学年
ネグレクト
（実父母）

友だち関係がうまくいかないことを悩み保健室へ相談に来るようになった。

話を聞いているうちに弟妹の世話や家事全般（食事の支度掃除洗濯）を
させられていることや，子どもだけで夜過ごしていることがわかり，担任や

管理職と相談をして母親と面接をした

9 高学年
身体的虐待
（実父）

朝の健康観察で顔色が悪いと担任に付き添われ保健室を来室。ふらふらの状

態で，問いかけに対しても反応が弱いため管理職と相談をして医療機関へ搬

送。父親に殴られていたことがわかった

10 高学年
ネグレクト
（実母）

特別支援学級に在籍していて，保健室をよく利用していた。何げない会話の

中から，食事を与えてもらっていないことや必要なものを買ってもらえない

こと，学校からのお便りを捨てられてしまうなどがわかり，担任と一緒に家

庭訪問をするようになった

11 低学年
身体的虐待
（実父）

「腕に打ち身があるので見てほしい」と担任に付き添われて保健室を来室。

理由をたずねると「兄弟とけんかをした」とか「家でぶつかった」と言いあ
いまいな状況であったが，腹部や背中などにもたくさんのあざがあり虐待が

疑われたので管理職に相談をし通告した

12 中・高学年
ネグレクト
（実母）

以前から，ネグレクトが疑われていたが，ある日兄が発熱し，発疹がみられ
麻疹の疑いがあるため母親に迎えにきてもらった。その後受診し，麻疹と診

断を受け出席停止になった。数日後弟も欠席をし，心配なので，担任と交代

で家庭訪問をし，様子を見に行くと子どもだけで放っておかれていたため通
告した

13 低・中学年
身体的虐待
（実母）

昨年度，県外から転校をしてきた。週に2～3日欠席をするが，登校時は元
気な様子であった。欠席の際は母親からの連絡が入るが理由が不自然だと感

じることがあった。今年度に入り，兄が体調不良を訴え保健室を利用するよ
うになったり，弟が不自然なけがをしていたりするようになったため，二人

が一緒に欠席をした際に担任と一緒に家庭訪問をした

14 高学年
身体的虐待
（実父）

昨年度の9月に転校してきた。友だち関係がうまくいかないことを相談する
ため，保健室を利用することがあった。今年度の4月，目と頬が腫れた状態
で保健室に来て「父親に殴られた」と訴える。今までも「背中やおなかを殴
られていた」ということだったので管理職に伝え，担任が変わったばかりだっ

たので，担任と養護教諭で家庭訪問をすることになった

15 低学年
ネグレクト
（実母）

父親は仕事の関係で不在がちであった。入学して，提出が必要な保健関係の
書類が全く出されないため，養護教諭が電話連絡を行った

※学年は，1・2年を低学年，
　の2名である。

3・4年を中学年，5　6年を高学年とした。また，事例12と事例13は，被虐待児童が兄弟
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　養護教諭が保護者対応をするきっかけは，たわいな

い話をするためだったり，教室を飛び出してしまった

りして普段から保健室を訪れることの多い子どもとの

やり取りの中で虐待を疑った場合や体調不良やけが，

相談などのために保健室を利用した際の子どもの様子

から虐待を疑った場合が多くを占めていた。いずれも

担任や管理職等と相談をしながら役割を決めて保護i者

対応をしていた。また，母親への何げない声掛けや子

どもの疾患についての健康相談がきっかけで虐待や子

育て上の困難についての相談を受け，保護i者対応をす

るようになった事例もあった。

3．養護教諭が児童虐待対応における保護者との関わり

　で認識していた困難感（表2）

　養護i教諭が児童虐待対応における保護者との関わり

で認識していた困難感については，116記録単位，45

のコードが抽出され，21サブカテゴリー，8カテゴ

リー，3コアカテゴリーに分類された。3コアカテ

ゴリーと全体に占める割合は，【介入することの困難

さ】（2L6％），【保護i者を支え続けることの困難さ】

（56．0％），【養護i教諭としての役割を遂行することの

困難さ】（22．4％）であった。

　以下コアカテゴリー別に詳細を記述していく。なお，

　　　　　　　　　　　　《虐待の判断に迷う》と

《介入の判断に迷う》の2カテゴリーで構成された。

養護教諭が児童虐待を疑ったり気づいたりした際に，

介入の必要性を理解しながらも，実際に関わるべきか

どうかを迷い，ためらうという困難さを表している。

　カテゴリー《虐待の判断に迷う》は，〈虐待の確証

が得られない〉，〈子どもがもつ虐待以外の要素が複雑

に絡んでいる〉の2サブカテゴリーで構成された。〈虐

待の確証が得られない〉は，喀待を疑っで尋ゐるが

子どδぱ虐待を受／ナでいるということを言力安い」　ア子

ど6が虐存を訴えτ6，物証がない」の2コードで示さ

れた。〈子どもがもつ虐待以外の要素が複雑に絡んで

いる〉はア子ど6の発難菩rや醒働の痂〆こ遊わノ乙

虐浮との灘繧を把握乙〆こぐいy，「子ど6にカ7的な遅プ乙が

あっで　宜分の冤状を表冤ナることができない」　ア子ど

6が不定．殼訴を訴えでレ）て虐存との膚孫を把握乙にく

記述にあたっては，コアカテゴリーを【　】，カテ

ゴリーを《　》，サブカテゴリーを〈　〉，コード

をE　y，データの引用を“”で示す。

1）【介入することの困難さ】

　このコアカテゴリーは，
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い」の3コードで示された。養護教諭が虐待を疑って

も，本人が訴えなかったり，訴えるだけの能力を持ち

合わせていなかったりすることや，虐待以外の要素が

複雑に絡んでいることが，虐待か否かの判断を難しく

させていた。

　カテゴリー《介入の判断に迷う》は，〈介入への躊

躇〉，〈介入の判断の難しさ〉の2サブカテゴリーで構

成された。〈介入への躊躇〉は，ア深護者ど学炭の／tcpaR’

萄孫ができτいず拒否∂夕柔探護者／ごガ乙てぱ虐／苧が

凝わ〆乙τいτ6ガゾするこどを麟する」の1コードで，

〈介入の判断の難しさ〉は，「虐待を鋸ラ6ののA責’

や．生～汚ぱある産痘『できτいで　命〆ごかかカら安い次息ξ安

ので介ノてナベきかどラか迷ラ」の1コードで示された。

具体的には，“ネグレクトで体も衣服も汚れてはいる

けれど，暴力を振るわれていない。時には，病院へも

連れて行ってもらっていた。5年生なのでこの場合学

校が様子を見ているという状態でもいいのか，それと

も通告・介入すべきなのかと迷った”と語り，子ども

の発達段階や能力，虐待の程度や，保護者との関係性

や保護者の養育力等により保護者への対応に踏み込む

かどうかの迷いやためらいが生じていた。

2）【保護者を支え続けることの困難さ】

　このコアカテゴリーは，《保護i者との信頼関係が築

きにくい》，《保護i者の子どもに対する理解が不足し

ている》，《保護者が地域社会とつながらない》の3

カテゴリーで構成された。養護i教諭が保護者対応を繰

り返し行っても，保護者からの拒否や攻撃を受け，養

育行動の改善はされず，保護者と地域社会をつなげる

ことができない困難さを表している。

　養護教諭は，欠席の理由がわからなかったり不自然

なけがをしているなど，子どもの安全を確認すること

が必要であると感じたり，友だちとトラブルを起こし

てけがをさせてしまった時などの帰宅後の保護i者の対

応に強い不安を感じたりする時に，保護者へ電話を入

れたり，担任と一緒に家庭訪問をしたりしていた。養

護教諭は，家庭と協力的な関係を結び，子どものこと

を相談しながら一緒に考えていきたいという思いを

持っていた。

　しかし，“「なんでそんなことで来るの」，「いちいち

うるさい」と怒鳴られて，でも放っておくわけにはい

かないのでt’　！“友だちとトラブルを起こしてけがをさ

せてしまったことを伝えると，うちの子は悪くない，

指導の仕方が悪いからそうなったんだ，学校の責任だ
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表2　養護教諭が児童虐待対応における保護者との関わりで認識していた困難感

【コアカテゴリー】 《カテゴリー》 〈サブカテゴリー〉 1コーAソ
“

記録単位”

虐待の確証が得ら

れない

虐待を疑っτ尋力るが子と“呂ぱ虐存を受〆メτレ・るというごとを言わ肴い 9

子どψが虐待…を訴えτ6，物証がない 2

介入することの
困難さ
（21．6％）

虐待の判断に迷う　子どもがもつ虐待

　　　　　　　　　以外の要素が複雑
　　　　　　　　　に絡んでいる

子と“6の発難害や髄行動の．5flle／LZS；‘〆こ遊カノZ，虐寿…との廃療を鵬乙にぐい 6

子ど6に初磁安遅プZかあ⇔℃　身分の現批を表冤ナることノができ安い 3

ヂど9；が不定，愁訴を訴えτレ・℃虐フ苧との灘察を躍乙にくレ・ 1

介入への躊躇

介入の判断に迷う
　　　　　　　　　介入の判断の難し

　　　　　　　　　さ

探護者、と学友の痘鵬孫ができでいず

カカτいτ6分スすることを雛する

fE否8ク安深護者〆ごガ乙τぱ虐）苧ノづ凝
3

虐浮を鋸ラ6のの，食薯や生活ばある窟度できτいて
安ので／4／スすべきかとづか迷ラ

命にかかわらない批群
1

」究然麗i話を乙できたク怒鰻ク返んできたク乙て　励％こつけ批Wされる 4

蔚的安亙鞍をとらfz　7． 2

保護者の批判的・

威圧的な態度

瀞をとる、ご乙ツニ．察鰺らカる 1

探護者へ養淳態度の改毒をお願いすると，

と言っτ脅さカる

㌃ψラ子ど呂を学授’へば万かせ庖・ノ
1

ヂど6〆こ薯艀を聴いえことを勉ク，

ら承初乙安い」cξ脅さ〆zる

口二ど6と鋤’に∠コをきく安ノ几：7をきレ涜
1

深護者が学友「とぱ灘孫を持iちたく安レ・と言づ 2

保護者との信頼関
係が築きにくい　　　保護者との関係づ

　　　　　　　　　くりの難しさ

戻謹者との逆絡が途切プ乙安いkうに，こまめに蓮瀞をン（ノZるが遁ど安い 2

霧をレτ雄家遊1訪梯を乙τ占，望瀞を荻ったク会っノごクすることノができ安い 2

家遁沸ヲを乙たら，嘉筏乙τ乙まった 1

ノ瞳楊新に遍吉乙たのノが醗凝だと初っア開孫が）萌れ拒否さ〆zた 1

家庭の問題に関わ

ることに対する保

護者の拒否

家庭の聯〆こ五7を遊ナ安といっτ敢クがぐ島が安い 7

対応への不満を理

由とする保護者か
らの攻撃

子ど5への劫匠了が不満だといつτ怒婬ク込まノZる 2

］ど6の耀痂動を妬白せると，興奮乙でレまい，逆に怒碍らプZ，攻撃さノZる 1

保護者を支え

続けることの
困難さ
（56．0％）

子どもの障害や疾　　探護者が子ど6の秀難害’ノ壁害’疾ご病を受けン（ノZえ吻，

病への知識の不足　ができτいζ礼・
嚇乙たクすること 6

保護者のしつけに

対する認識のずれ

子ど6を殴るのば虐存1でば凌く，乙つけだと言ラ 4

㌃乙つ仇／を婿調レτ養茂苞諺を改毒する擬ヂが議ちノ乙安い 1

保護者の子どもに

対する理解が不足
している

51？e！が子と活を殴っτいで6，母穎ぱ疑君w二感じτい安い 1

保護者の養育能力

の不足
深護者の養亭臨クが不疋乙でe・　f，子ど6の貨話をナることノができ安い 5

子ど6だシプを残乙でガ遅1乙たク，ガ～泊乙たクすることに〃∬らβ懸斎識が安い 2

保護者の子育てに

関する認識のずれ

子ど6の庄力以上ρ学習や翻ができることを要求乙でレ》る 1

子と泊の髭ジク以上に家事⑳手1匠いをさせたク，左！弟の面働「をEさせたク乙τい
る

1

他職種・関係機関

とのつながりにく
さ

探護者〆こ虐！芋の調や子淳τ士の臓感元クゴ安いため，

げンごζい

㌘搦璽・周孫燵灘へつ安
4

深護者との／野孫が築〆プτいないラち〆こ匁部と連携を図ることによっ℃　西乙ろ

深護者との灘孫が悪化乙で乙才つのでぽ凌いノかという不麦r）がある
4

保護者が地域社会

とつながらない

継者が抱えでいる借纏が雛で
い

学炭ぱ、どごと運携するどよいのかわから安
2

保護者が孤立して
いる

探護者を助けτ〈カるノしや体励りが凌い 5

他職種・関連機関

との連携・協働不

足

さ才さま安凝童や閲贋纈が深護者に灘わっτいるノが
る揚ガ較ぐ，そfzぞプ乙がガ応乙τレ）る

方互い〆こ停鞍醐をす
2

関わりたくない気
持ち

促護者と話が遁どず すくソご恣クだすので恐ろ乙くfiZ7LT7fiVわクたく4レコと．思

づ

鰻者が究然探醒へkC
クたぐ安いと溜ラ

4

養護教諭としての

資質・能力の自信

のなさ

繊ノが悪いと言っτ怒鰐ク，身の危険を感ど屋9わ
3

カウンセグング撹術〆こ身傷が安ζ，ラまく蕨ヂを層ヲζことができ詮い 2

保護者対応に自信　　養瀕訪とLτの掻鋤∫浅ぐ．
がない　　　　　　　ことにためらいがある

深謹者よク6字齢が瑳芦いた・め，直接指二導をする
2

子淳τ窪～凝が凌い之め，β信を寿っτ深謹者二に繊するSbができ安い 1

養護教諭としての

役割を遂行する

ことの困難さ
（22．4％）

子どもの自立につ

ながっているのか
不安

深綾ぎでの嚇r体を揖いたク，
段立っτいるのか不安仁ぽラ

彫を一緒〆ご瑳ったクW元が　子と活のβ立に
5

どんなに対応をし

ても改善に向かわ
ない虚しさ

繰ク逆「乙支援を続〆プることで，悪花ぱ乙τいないが：

ない，蹄ま乙い批態が務いている

改善さ〆zτレ〕ると6いえ
2

養護教諭が行う対

応への疑問や不安

子ど邑の学撹内での渇躍働を蒙遊に瀞ナると，
レτ乙kラ

身伝罐元苧がヱズカ〃－A
1

栃乙τ6ガ’応乙（6．空理クを乙τ虚乙さを感どる 1

「見守り」を続けて

いることに対する

不安な気持ち

3Z7廟以上縁むと家庭編をナることを伝え，深謹者ヘプレツシヤーを与え（
いるが　ぞんが本当〆ご眉字クとレ品るのか不安

1

虐」箏が凝カカるとすぐγこ家庭瀦グを乙τいるが：

よいのか不安

ただ克守クを乙でいるだけで
1

養護教諭としての　役割遂行への責任　　と光安に深請者に拒否されτ6．

役割の自覚　　　　感　　　　　　　　き安いと感じる

享i巧搦と乙τ深護者との閲孫を断つことばで
3

3 8 21 45 116
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と言って逆に怒鳴られて”の語りのような，〈保護i者

の批判的・威圧的な態度〉，〈家庭の問題に関わること

に対する保護者の拒否〉，〈対応への不満を理由とする

保護i者からの攻撃〉により，〈保護者との関係づくり

の難しさ〉を実感し，《保護者との信頼関係が築きに

くい》と感じていた。

　また，養護i教諭は《保護者の子どもに対する理解が

不足している》ことから生じるさまざまな問題にも苦

慮していた。具体的には，“自閉症の疑いという診断

を受け入れられずに，保護者は通常学級に在籍するこ

とにこだわり，下校をすると食事も与えず，入浴もさ

せず，寝かせずに宿題をさせようとする”　との語り

に示されるような〈子どもの障害や疾病への知識の不

足〉，“母親もちょっと理解力が低く，臨海学校の準備

もできなくて，担任と養護教諭が家庭訪問をして一緒

に必要なものをそろえたりした”との語りのような

〈保護者の養育能力の不足〉であった。さらに，“父親

は，しつけだから，殴るのはうちのしつけの範囲内だ

と言って，取り付く島がない雰囲気だった”の語りに

示されるような〈保護者のしつけに対する認識のずれ〉

や“両親とも夜間帯の勤務のため，まだ1年生なのに

ほとんど夜を独りで過ごしていたが，保護者はうちの

方針だと言う”の語りのような〈保護者の子育てに関

する認識のずれ〉であった。

　また，養護教諭は保護者の抱えている問題が少しで

も改善されるように，他職種や関係機関につなげ必要

なサポートやサービスが受けられるようにしたいと考

えていた。しかし，保護者には虐待の認識や子育て上

の困難感がないため，保護者自身は支援の必要性を感

じていないことや，養護i教諭と保護者との信頼関係が

築けていないこと，さらには，地域の中で転居などに

より〈保護i者が孤立している〉という現状が，《保護

者が地域社会とつながらない》要因となっていた。ま

た，保護者が抱えている問題が複雑で，さまざまな他

職種・関係機関が関わっている事例でも，情報交換の

場が設定されていないために互いの役割を理解して連

携を図るまでには至らず，〈他職種・関係機関との連携・

協働不足〉のため，子どもが自立するまでの期間を地

域社会の中で保護者を継続的に支援することが困難で

あると感じていた。

3）【養護教諭としての役割を遂行することの困難さ】

　コアカテゴリー【養護教諭としての役割を遂行する

ことの困難さ】は，《養護i教諭としての資質・能力の

371

自信のなさ》，《養護教諭が行う対応への疑問や不安》，

《養護教諭としての役割の自覚》の3カテゴリーで構

成された。保護者との信頼関係を築くことができず，

繰り返し支援をしても改善されない現実を目の当たり

にして，養護i教諭としての自身の力量に自信が持てな

くなり，このまま対応を続けてよいのだろうかという

不安や戸惑いと養護教諭としての役割をきちんと果た

したいという責任感との間で揺らいでしまうという困

難さを表している。

　養護教諭は，“すぐに教室を飛び出してしまう子ど

もを保健室に預かっている時に手をつないだら，父親

が突然保健室に入ってきて，そのつなぎ方は泥棒を捕

まえる時のつなぎ方だと言っていきなり怒鳴られて，

殴られるんじゃないかと恐ろしくて，こっちだって

できれば関わりたくないのに”の語りのように予想で

きない保護者の行動や言動に対して不安や恐怖を感じ

〈関わりたくない気持ち〉を抱いていた。また，保護

者の怒りにうまく対応することができなかったり，子

どもとの関係の持ち方に対して保護者と一緒に考える

ことができなかったりするのは，アカウンセグング技術

〆こβ存がなぐ，うまく泰子を傲くこどができなレソ　偉

震『敦講とLτの歴，屍が浅く，深護者よクψ享砺㌧が若いた

妨直接指導をすること〆ごためらいカ∫ある」　「子首τ経

．t7ep，が安いため，自信を芽っτ深護者にガ応ナることがで

きない」など，《養護教諭としての資質・能力の自信

のなさ》によるものだと考えていた。

　また，養護教諭は保健室の機能を活用し，ネグレク

トのためにお風呂に入れなかったり洗濯をしてもらえ

なかったりする子どもに対し，体を拭いたり，体育着

や上靴を一緒に洗ったりして，子どもの自立を少しで

も助けたいと考えていた。また“靴を洗いながら「昨

日はご飯食べた？」とか「朝は食べてきたの？」とか

聞くとやっぱり食べてないみたいなんですね”の語り

のように，保健室での自然な関わりの中で，子どもに

普段の生活の様子をたずねることで，子どもの置かれ

ている状況や安全を確認していた。しかし，磁§ク返

乙支援を続けるごどで．悪化ば乙τい安レ〕が：改喜さプ乙

τいる86いえない遊ま乙い次息ξカミ務いτいる」ことや

ワ紘応乙τ6．紡応乙τ6空珂クを乙τ虚乙さを感どる」こ

となどから，「これでよいのだろうか」と《養護i教諭

が行う対応への疑問や不安》を抱いていた。

　一方で，《養護i教諭としての役割の自覚》からアど

ん安に拒否をさカτ6，車戸ク聯と乙τ深護『者との襯齋を
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断っこどぱできないと感どる」ため，不安と責任感の

間で揺らぎ【養護教諭としての役割を遂行することの

困難さ】を感じていた。

V．考 察

　今回研究対象者となった養護i教諭は，2010年度に1

～ 2例の児童虐待（疑いを含む）事例において保護者

への対応をしていた。

　ここでは養護i教諭が保護者を対応するきっかけと保

護者との関わりで認識していた困難感について検討

し，保護者対応における養護教諭の困難感を改善する

ための支援と今後の課題を述べたい。

1．養護教諭が児童虐待（疑いを含む）をしている保護

　者へ対応をしたきっかけ

　養護教諭が保護者対応をするきっかけは，ほとんど

が保健室を来室する子どもとの関わりを通して「児童

虐待があるかもしれない」と気づくことからであるこ

とがわかった。健康診断で身体測定をした際の体重の

少なさ，体調不良やけがの理由の不自然さ，保健室を

訪れる子どもとのたわいない会話や観察等から養護教

諭が虐待を疑った場合に，保護者へ受診を勧めたり健

康状況の確認等をしたりすることをきっかけにして，

保護者への対応を始めていた。

　また，虐待を受けている子どもの行動に表れる影響

として衝動性や攻撃性が指摘されている5）が，今回の

研究対象となった養護教諭のうち4名は，授業中に学

習についていくことができず教室を飛び出してしまう

子どもの面倒を保健室で見ていたり，イライラして友

だちとトラブルを起こした際に，本人が落ち着くまで

保健室で過ごさせたりしている時の子どものつぶやき

や行動から「児童虐待があるかもしれない」と気づい

ていた。そして担任と連携しながら保護i者への対応を

始めていた。子どもたちが自ら保健室を訪れるのは，

子どもにとって保健室は気持ちが落ち着く場であり，

そこにいる養護教諭は「自分の味方になってくれる」，

「自分の存在を認めてくれる」人と感じているからで

あろう。虐待を受けている子どもは「自分が悪いから

だ」と自分に言い聞かせ折り合いをつけている場合が

少なくない。傷ついた子どもにとって，保健室は安心・

安全な場であり，養護教諭の支援を受けながら困難に

向かっていこうとする力を蓄えることができる場なの

である。だからこそ保護者との対応については，子ど

小児保健研究

もが保健室を利用することができなくなったり，養護i

教諭に不信感を持ったりすることがないように配慮し

ながら進めることが重要である。学校は子どもの問題

行動や保護者の養育態度等について話し合いを提案

し，保護者と協力していきたいと考えていたとしても，

保護者は「学校から文句を言われた」，「一方的に指導

をされた」と感じてしまうことが少なくない。まずは

教員が先入観を持たず，保護者の立場になって話を聴

く姿勢で対応に臨むことが必要であると考える。

　また，対応の中心となっているのは，ほとんどの事

例が担任であったが，養護教諭が主となって対応して

いる2事例については，保護者から相談を持ち掛けら

れたことがきっかけであったことから，養護教諭が日

常的に何げなく行っている保護者への声掛けの重要性

が示唆された。

　養護教諭は，自身の専門性と保健室の機能を活用し

児童虐待を疑ったり，保護者の相談や対応をしたりし

ていた。研修を受けた人が虐待を発見した割合は，研

修を受けずに発見した人の4倍であることが報告され

ている6｝ことからも，養護i教諭が児童虐待に関する研

修を受ける機会を確保していくことで，子どもが発す

るサインを見逃すことなく「虐待の疑い」を早期に発

見することにつながるのではないかと考える。

2．養護教諭が児童虐待対応における保護者との関わり

　で認識した困難感

　養護教諭は，保健室での子どもへの関わりを通して

「児童虐待があるかもしれない」と気づきながら，虐

待の確証を得られないことに困難を感じていた。多く

の養護教諭は，虐待防止法第6条第1項で「児童虐待

を受けたと思われる児童を発見した者」に通告義務を

課しているということを理解している2’47｝。つまり

求められているのは「疑ったらその時点で報告する」

ことであり，「確証を得ることではない」68）。しかし，

虐待を疑いながらも，確証を得られない段階で通告や

介入をすることで，学校と保護者との関係が崩れてし

まったり，子どもの置かれている環境を悪化させたり

してしまうのではないかという恐れから，《虐待の判

断に迷う》，《介入の判断に迷う》状況から【介入す

ることの困難さ】が生じているものと考える。

　また，《保護者の子どもに対する理解が不足してい

る》ことにより，虐待の認識がなかったり支援の必要

性を感じていなかったりする《保護者との信頼関係が
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築きにくい》現状が，《保護i者が地域社会とつながら

ない》要因となり，【保護i者を支え続けることの困難

さ】を生じさせているともの考える。さらに，保護者

の不条理な拒否，批判，攻撃を受けて〈関わりたくな

い気持ち〉と，それを受け止めなくてはならない立場

であるという教育公務員としての〈役割遂行への責任

感〉との間で葛藤したり，養護i教諭自身の資質や能力

不足から〈保護者対応に自信がない〉ために，なかな

か改善されない現状を目の当たりにして，「これでよ

いのだろうか」という不安や戸惑いを抱いたりするこ

とが，【養護教諭としての役割を遂行することの困難

さ】を生じさせているものと考える。

3．保護者対応における困難感を改善するための養護教

　諭への支援と今後の課題

　養護教諭は虐待を疑いながらも確証を得られないこ

とで【介入することの困難さ】を感じていることが明

らかとなった。介入するべきかどうかを一人で悩み，

事態が深刻になってしまうことを避けるためには，管

理職生徒指導担当などの校内の教職員やスクールカ

ウンセラーなどの外部の専門家等を活用して学校とし

ての組織体制を整えることが重要である9）。組織体制

を整えるために必要な条件として，管理職の理解や事

例のコーディネートを行うことができるキーパーソン

の存在が指摘されているlo）ことからも，今後は学校内

外の効果的な連携体制の構築へ向けた支援の在り方に

ついて検討することが課題である。

　また【保護者を支え続けることの困難さ】に示され

た《保護者との信頼関係が築きにくい》，《保護者の

子どもに対する理解が不足している》，《保護者が地

域社会とつながらない》は，虐待を加える保護者に共

通する特徴として玉井］1）が指摘している対人関係の未

熟］生子どもに対する認知の不正確さ，社会からの孤

立と合致するものであることから，保護者へ対応をす

る前に，これらの困難さは予測できる内容であると考

える。しかし，文部科学省が平成19年に作成した「養

護教諭のための児童虐待対応の手引き」12）には，児童

虐待の現状と学校や養護i教諭が児童虐待対応に果た

す役割，児童虐待防止法や児童虐待の種類等の児章虐

待に関する知識そして保健室等における児童虐待の

早期発見の機会と視点等について示されてはいるもの

の，保護者への対応に当たっての留意点は，子どもの

受傷原因が不明瞭で保護者に確認しなければならない
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場合の留意事項のみにとどまっている。今後は，虐待

を加える保護i者の特徴や背景を踏まえた具体的な接し

方がわかるような養護教諭を対象とした保護者対応マ

ニュアルを作成する必要があると考える。

　さらに，【養護教諭としての役割を遂行することの

困難さ】の改善のためには，虐待を加える保護i者に対

応をするために必要なスキルを獲得したり，他校の養

護教諭から助言を受け自身の対応に対する疑問や不安

を軽減したりする機会を設定したりして，専門職とし

ての自信を持てるようにしていくことが重要である。

そのためには養護教諭同士や学校外の多職種・関係機

関と養護教諭の合同による事例検討会やロールプレイ

等の研修会が設定できるよう支援していくことが必要

であると考える。

4．研究の意義と限界

　児童虐待に関する研究論文は医学分野や福祉分野に

関するものが多く，学校を対象とした論文は少ない。

中でも養護教諭を対象とした論文は少なく，ほとんど

が量的調査研究である。本研究では，小学校に勤務す

る養護教諭が児童虐待対応において保護i者と関わる

きっかけや対応を通してどのような困難感を認識して

いるのかを実証的に明らかにすることができたことに

意義があると考える。

　しかし，本研究はA県という限定された地域での

結果であることや，11名という対象者の少なさから，

一般化には限界がある。今後はさらに調査対象を増や

し，保護者対応に関わる困難感の具体的な内容を明ら

かにするとともに，困難に対し工夫を行い改善された

事例について調査をしていきたい。

VI．結 論

　小学校に勤務する養護教諭が，児童虐待対応におけ

る保護者との関わりで認識している困難感の具体的な

内容を明らかにし，今後，保護者対応における養護教

諭の困難感を改善するための支援について検討するこ

とを目的として，半構造的面接法による単独面接を行

い質的に分析した結果，以下について明らかになった。

1．養護教諭が，虐待をしているまたは疑われる保護

　者の対応をする際に認識していた困難感として，【介

　入することの困難さ】，【保護者を支え続けることの

　困難さ】，【養護教諭としての役割を遂行することの

　困難さ】の3つのコアカテゴリーが抽出された。
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2．保護者対応における困難感を改善するための養護

教諭への支援としては，「校内の組織体制の整備」，

「養護i教諭を対象とした保護i者対応マニュアルの作

成」，「保護者対応のスキル獲得や養護教諭の専門性

　を高めることを目指した事例検討会や研修会の設

定」の必要性が示唆された。
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〔Summary〕

　In　this　study，　with　the　aims　of　clarifying　the　specific

difficulties　recognized　byツogo　teachers※’in　their

involvement　with　parents　when　dealing　with　child　mal－

treatment，　and　investigating　means　of　supPort　to　irnprove

the　dif6culties　recognized　by　these夕ogo　teachers　in　deal－

ing　with　parents　in　the　future，　individual　interviews　were

carried　out　with　a　semi－structured　interview　method

and　the　results　were　qualitatively　analyzed．　Three　core

categories　were　identified　from　the　results：“Difficulty

in　making　an　intervention” ，“ Dif巳culty　in　continuing　to

support　parents” and‘‘Difficulty　in　carrying　out　one’s

role　as　aッogo　teacher”．　To　support　these　yogo　teachers，

the　results　suggest　the　need　for“Developing　an　organi．

zational　structure　within　the　school”，“Creating　a　man－

ual　for　yogo　teachers　on　how　to　deal　with　parents”and

“

Establishing　case　study　meetings　and　workshops　with

the　aim　of　helpingッogo　teachers　acquire　skil！s　in　dealing

　　　　　　　　　じ　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ss

with　parents　and　ralslng　their　level　of　expertise　．

　※IA‘＞ogo　teacher”is　a　specially　licensed　educator

who　supports　children’s　growth　and　development

through　health　education　and　health　services　based　on

health　promotion　principles　in　all　areas　of　educational

activities　in　schools（Yogo　Teachers’　General　Meeting　in

Tokushima，　Japan，2004）

〔Key　words〕

child　maltreatment，　yogo　teachers，

difficulties　in　dealing　with　parents，

semi－structured　interview　method
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